
（参考）平成 24 年 11 月 27 に土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用を見直す発表区域 

 

県 見直す内容 

福島県 通常基準まで引き上げる いわき市 

茨城県 通常基準まで引き上げる 水戸市、日立市、神栖市、茨城町 

栃木県 通常基準まで引き上げる 

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さ

くら市、那須烏山市、下野市、市貝町、芳賀町、岩舟町、

那珂川町 

千葉県 通常基準まで引き上げる 銚子市、成田市、印西市 

新潟県 通常基準まで引き上げる 十日町市、佐渡市、津南町 

奈良県 通常基準まで引き上げる 
五條市南部、御杖村、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川

村、川上村、東吉野村、 

和歌山県 通常基準まで引き上げる 
田辺市、新宮市、広川町、印南町、みなべ町、日高川町、

白浜町、上富田町、那智勝浦町、古座川町、北山村 

熊本県 通常基準まで引き上げる 菊池市 

 


